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目標１

（課題１）

目標２

（課題２）

令和２年度

3,170,494

676,515

0

3,847,009

3,072,882

79.9%

4,103,481 3,572,741

執行額（千円、d）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

－ － －

3,858,751 3,848,300 3,509,482

執行率（％、d/(a＋b＋c)） 86.4% 93.8% 98.2%

3,310,184 3,468,400

補正予算（b） 561,546 264,707 26,850 0

施策の予算額・執行額等

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 3,225,804 3,277,228

繰越し等（c） 676,515 561,546 235,707

合計（a＋b＋c） 4,463,865

実績評価書

 （厚生労働省５（Ⅰ－６－２））

施策目標名
適正な移植医療を推進すること（施策目標Ⅰ-６-２）
　　基本目標Ⅰ： 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること
　　　　施策大目標６： 健康を脅かす疾病を予防・防止するとともに、必要な医療等を確保すること

施策の概要

・平成22年に施行された改正後の「臓器の移植に関する法律」（平成9年法律第104号）に基づき、臓器の提供のあっせん体制の確保及び臓器移植
に関する普及啓発等を行うことで臓器移植の公平かつ効果的な実施を図る。

・「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」（平成24年法律第90号）に基づき、白血病等の治療に用いる造血幹細胞（骨髄・末
梢血幹細胞及び臍帯血）の適切な提供を推進するため、造血幹細胞移植に関する普及啓発を行うとともに、あっせん体制を整備し、造血幹細胞移
植体制の安定的な運営を図る。 等

各課題に対応した
達成目標

達成目標/課題との対応関係 達成目標の設定理由

国民の臓器提供に関する意思を尊重し、臓器提供数を増加させ
るため、体制の整備を図るとともに、命の大切さを考える中で意
思表示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増加さ
せることを目的とした普及啓発に取り組む。

臓器移植については、国民における認知度や理解はある一方、自ら
の意思表示について家族との共有等ができていないことや、医療機関
の体制整備が十分でないことが、国民の臓器提供に関する意思が十
分に活かされず、臓器移植に結びついていない理由であると考えられ
るため。

造血幹細胞移植を必要としている患者が造血幹細胞移植を受け
る機会が十分に確保されるよう、特に骨髄バンクドナーや臍帯血
提供者となりうる可能性の高い若年層への普及啓発に取り組
み、骨髄バンクドナー登録者数並びに臍帯血公開本数の一定規
模以上を確保する。

造血幹細胞移植は、患者と医療機関だけでは成立せず、任意・善意に
基づく提供者（ドナー）がいてはじめて成立する医療であり、そのため
には国民の理解・協力が不可欠であることから、普及啓発に取り組む
必要があるため。

施策を取り巻く現状

1-1．臓器移植の現状
・平成９年の臓器移植法施行から令和６年３月末までの間の臓器移植実施件数は43,734件。
・令和５年度の臓器移植実施件数は1,434件となっているが、臓器移植希望者数は18,397人（令和６年３月末時点）であり、臓器移植希望者数と臓器
移植実施件数に乖離がある状況。

1-２．臓器提供施設の体制整備
・ 脳死下での臓器提供体制を整えている施設数は444施設（令和５年度）。
・ 臓器提供実施件数は施設間で偏在しており、臓器提供を実施した施設のうち複数事例を実施している施設は６割程度に留まっている。
・ 臓器提供に関する院内体制を整備する院内体制整備支援事業の実施施設数は、新型コロナが発生している状況下において令和２年度は減少し
たが、令和４年度はコロナ前の水準に回復し、令和５年度は脳死下臓器提供者数が過去最高数となった。

1-３．臓器移植の普及啓発の状況
・ 臓器提供に関心がある者の割合は65.5%（令和３年10月）であり、これまでの調査で最も高い数値であった。
・ 一方で、臓器提供に関する意思表示をしている者の割合は10.2%にとどまっており、近年横ばいとなっている。
・ 家族や親しい人と臓器提供について話をしたことがある者の割合は43.2％。

２．造血幹細胞移植に係る状況
・ 骨髄バンクドナー登録者数は増加傾向にあるが、最も多い年齢層は50歳前後であり、高齢化が見られる。
　骨髄・末梢血幹細胞の提供を行える年齢は54歳以下のため、今後、年齢上限による取消等によりドナー登録者数の減少が懸念される。また、高齢
者のドナーは健康上の理由等から骨髄・末梢血幹細胞の提供まで至らない割合も高い。
・ 出生数が減少する中で、臍帯血の公開本数（移植に使用できる数）は、ここ数年横ばい傾向にある。

施策実現のための課題

脳死下での臓器提供事例は着実に増加しているが、全体として移植希望者数には届かない状況であり、体制の整備と普及啓発を行う必
要がある。

造血幹細胞移植の治療成績は向上しているが、少子高齢化によって今後骨髄バンクドナー登録者数の減少や臍帯血公開本数の減少が
見込まれることから、引き続き、国民（特に骨髄バンクドナーや臍帯血提供者となりうる可能性の高い若年層）への理解・協力を求める必
要がある。



指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

平成28年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

103名
前年度
（100名）

以上

前年度
（120名）

以上
120名以上 120名以上

前年度
（121名）

以上

前年度以
上

120名 69名 92名 121名 131名

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

平成28年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

435施設
前年度

（441施設）
以上

前年度
（440施設）

以上

前年度
（436施設）

以上

前年度
（449施設）

以上

前年度
（437施設）

以上

前年度以
上

440施設 436施設 449施設 437施設 444施設

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

令和４年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

21回 － － － －
前年度（21
回）以上

前年度以
上

37回 11回 18回 21回 16回

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

150,066名 154,391名 159,722名 163,292名 168,023名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

112施設 92施設 105施設 111施設 112施設

【参考】指標５
院内体制整備支援事業実施

施設数

実績値

【参考】指標４
臓器提供意思登録システム

現登録者数

実績値

目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

×

主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○

達成目標１について
国民の臓器提供に関する意思を尊重し、臓器提供数を増加させるため、体制の整備を図るとともに、命の大切さを考える中で意思表
示について具体的に考え、家族などと話し合う機会を増加させることを目的とした普及啓発に取り組む。

測定指標

指標１

臓器提供者数
（アウトカム）

臓器移植推進に関する施策の最終目標は、臓器移植の実施であり、臓器提供者数が臓器移
植実施件数に影響を与えることから、臓器移植対策の施策の指標として有用である。

（参考）平成27年度実績：86名、平成28年度実績：103名、平成29年度実績：105名、平成30年
度実績：100名
（出典）：（公社）日本臓器移植ネットワーク調べ

・ 臓器提供については、臓器提供者の意思を汲み取ることが必要であり、また、法的脳死判
定を受けた者や心臓が停止した者の存在があって成り立つものであることから、具体的な数値
目標の設定は性質上困難であるが、臓器提供者を増やすことは重要であることから、目標値
は基本的に前年度以上としている。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標

指標３

あっせん事業の従事者に対
する研修会実施回数

（アウトプット）

・ 公益社団法人日本臓器移植ネットワークにおいて、あっせん業務の公平､公正、適切かつ安
定的な実施を図るため、従業者（コーディネーター）の養成及び資質の向上は、臓器提供者と
臓器移植希望者との迅速かつ適切なあっせんに繋がり、臓器移植推進に関する施策の最終
目標である臓器移植実施件数に影響を与えることから、あっせん事業の従事者に対する研修
会実施回数は臓器移植対策の施策の指標として有用である。
（出典）：（公社）日本臓器移植ネットワーク調べ

・ あっせん業務の公平､公正、適切かつ安定的な実施を図るため、あっせん事業の従事者を
教育することが重要であるため、目標値を前年度以上としている。
・ なお、事業参加施設が毎年変動することから、具体的な数値目標の設定は性質上困難であ
る。
・ 令和５年度事前分析表から設けた指標であるため、基準年度・基準値は令和４年度と当該
年度における実績値とした。

基準値
年度ごとの目標値

達成
年度ごとの実績値

○ ○

指標２

脳死下臓器提供体制を整え
ている施設数
（アウトカム）

・ 脳死下臓器提供を行うためには５類型施設（大学附属病院、日本救急医学会の指導医指定
施設、日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設、救命救急センターとして認定された施
設、日本小児総合医療施設協議会の会員施設）かつ脳死下臓器提供体制を整えている必要
があり、脳死下臓器提供体制を整えている施設数が、臓器移植推進に関する施策の最終目
標である臓器移植実施件数に影響を与えることから、臓器移植対策の施策の指標として有用
である。
・ また、当該施設数により、院内体制整備支援事業・臓器提供施設連携体制構築事業の効果
を測定できる。

（参考）平成27年度；426施設（平成27年６月30日時点）、平成28年度：435施設、平成29年度：
445施設、平成30年度実績441施設
（出典）：移植医療対策推進室調べ

５類型施設の総数は毎年変動があり、それに伴い、測定指標である脳死下臓器提供体制を整
えている施設数についても変動することとなるため、具体的な数値目標の設定は困難である
が、院内体制整備支援事業・臓器提供施設連携体制構築事業により、脳死下臓器提供体制
を整えている施設数の増加に向けた取組を行っていることから、目標値は基本的に前年度以
上としている。

基準値
年度ごとの目標値



指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

平成28年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

470,270名
前年度

（509,263
名）以上

前年度
（529,965
名）以上

前年度
（530,953
名）以上

前年度
（537,820
名）以上

前年度
（544,305
名）以上

前年度以
上

529,965名 530,953名 537,820名 544,305名 554,123名

指標の選定理由

目標値（水準・目標年
度）の設定の根拠

平成28年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 毎年度

2,597本

前年度の
臍帯血移
植件数

+1,000本
(2,355本)

以上

前年度の
臍帯血移
植件数

+1,000本
(2,430本)

以上

前年度の
臍帯血移
植件数

+1,000本
(2,431本)

以上

前年度の
臍帯血移
植件数

+1,000本
(2,316本）

以上

前年度の
臍帯血移
植件数

+1,000本
（2,360本）

以上

前年度の
臍帯血移

植件
数+1,000
本以上

2,272本 2,572本 2,450本 2,241本 2,157本

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

2,662件 2,527件 2,489件 2,415件 2,459件

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

55.7% 52.3% 55.4% 54.9% 59.6%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

61日 61日 61日 63日 60日

※　令和４年度から令和８年度は第５期基本計画期間である。

△

【参考】指標８
造血幹細胞移植件数

実績値

【参考】指標10
コーディネート期間における

採取行程日数（中央値）

実績値

【参考】指標９
骨髄バンクの新規患者登録

者数に対する骨髄・末梢血幹
細胞移植件数の割合

実績値

達成目標２について
造血幹細胞移植を必要としている患者が造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保されるよう、特に骨髄バンクドナーや臍帯血提供
者となりうる可能性の高い若年層への普及啓発に取り組み、骨髄バンクドナー登録者数並びに臍帯血公開本数の一定規模以上を確
保する。

測定指標

指標６

骨髄バンクドナー登録者数
（アウトカム）

造血幹細胞移植を必要としている患者が造血幹細胞移植を受ける機会が十分に確保される
ためには、一定規模以上の骨髄バンクドナー登録者数を確保するための普及啓発を行うこと
が必要であることから、当該指標を普及啓発の効果の測定指標とした。
（出典）：（公財）日本骨髄バンク調べ。年度末時点の登録者数。

・①ドナー登録対象年齢（18～54歳）の人口が年々減少傾向であること、
　②ドナー取消者数が毎年度異なること、
　③造血幹細胞の提供は国民の任意・善意の下で進められるものであること、
　から、目標値は「前年度以上」とすることが適切である。

・ また、時代による移植適応の疾患の変化や治療技術の進歩等もあり、移植に用いる造血幹
細胞の総需要の予測は困難である。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○ ○

指標７

臍帯血新規公開本数
（アウトカム）

臍帯血公開本数が10,000本維持できれば、臍帯血移植を希望する患者の95%以上にHLA（ヒト
白血球抗原）が5/6適合する臍帯血が得られることが示されていることから、新規公開本数に
より臍帯血移植体制の整備状況を測定できる。
（出典）：日本赤十字社調べ
（参考）臍帯血公開本数実績（毎年度末時点）
令和2年度：9,316本、令和3年度：9,617本、令和4年度：9,674本、令和5年度：9,854本

・ 臍帯血の公開期間は10年であることから、10,000本を維持するためには、年度に使用する
臍帯血に加えて更に1000本ずつ公開する必要があることから、前年度の臍帯血移植件数＋
1000本以上を毎年度の目標値として設定している。

基準値
年度ごとの目標値

目標値 主要な指標 達成
年度ごとの実績値

○



学識経験を有する者の知
見の活用

第16回政策評価に関する有識者会議医療・衛生ワーキンググループ（令和６年８月２日開催）で議論いただいたところ、以下のご意見があり、これを
踏まえ、以下に示すような対応を行った。

【達成目標１について】

①臓器移植が前年度以上になったということは好ましいが、やはりニーズに対応できていないという絶対的なものがあるため、やはり、この辺は目標
値自身ももう少し見直していく必要があるのではないか。

⇒臓器移植推進に関する施策の最終目標が臓器移植の実施であるため、「臓器移植の実施件数」を指標として設定した。ニーズに対応するために
も当該件数の増加に努める。

②海外での移植のあっせん行為に関して、刑事事件として立件された事案もあったが、そういう違法行為が法律の内容に関する誤解等によって行
われないよう、臓器移植法の内容に関する周知・理解を図られることが重要。

⇒海外渡航移植や無許可のあっせんについては、令和５年度厚生労働科学研究費補助金事業「行動科学を基盤とした科学的根拠に基づく臓器・組
織移植啓発モデルの構築に関する研究」（研究代表者：瓜生原　葉子）の研究班において、渡航移植におけるデメリットを含めた普及啓発動画を制
作し、Youtubeにおいて配信している。また、臓器移植法の内容に関する周知は、広報誌やラジオ等を通じて内容の解説等の発信を行っているとこ
ろ。

③内閣府の世論調査において、提供してもいいという割合の人は多いのに、臓器提供に係る意思表示をしている方の割合が１割程度にとどまって
いるのはどうしてか。

⇒内閣府の世論調査によると、「臓器提供に不安感があるから」、「臓器提供に抵抗感があるから」、「自分の意思が決まらないから／後で記入しよう
と思っていたから」というのが主な理由である。

④臓器提供してもいいと思っている方が一定の比率でいるのであれば、マイナンバーや運転免許証における意思表示欄について、逆に、原則的に
提供OKで、意思決定の自由を保障するために嫌な場合だけチェックするという記載にしてもいいのではないか。

⇒多機関での連携が必要になってくる。ご指摘も踏まえて検討してまいりたい。

【達成目標１の指標２について】

⑤臓器移植法改正により、表示カードを持っていなくても、家族の判断で臓器提供ができるようになっており、内閣府のアンケート調査によると、本人
の表示カードがなくても、聞かれれば臓器提供してもいいと考える家族の割合が極めて高い。そういう理解がある家族に対して、確実に選択肢を示
すことが重要だと考えているため、実際に、選択肢が示せているのかどうかが鍵になると思う。この指標2をこれからの課題として、もう少し手前に分
解した指標を示すことについてどのように考えるか。

⇒ご指摘を踏まえて、臓器提供施設において「家族に臓器提供に関する情報提供が実施された」件数を指標に追加した。

⑥指標２について、施設数の変動もあって、経年で5年ぐらいの変化を見ると、必ずしも一貫して増加しているわけではないという点が見受けられる。
例えば、希望者に対する実施件数の割合といった数値を目標として定めていくという考え方も、1つあり得るのではないかと思うが、そういう指標を設
定できるかどうか教えていただきたい。

⇒ご指摘のように、脳死下臓器提供が可能な５類型施設の総数は医療機関の統廃合などにより毎年変動がある。厚生労働省では、脳死下及び心
停止後の臓器提供の経験が豊富な施設（拠点施設）が、臓器提供の経験が少ない施設（連携施設）等に対して、平時から臓器提供に関する教育を
実施する等の支援を行う臓器提供施設連携体制構築事業を実施しており、当該事業を通して、臓器提供体制の強化を図っているため、医療機関の
体制整備状況の指標として当該事業への参加施設数（連携施設数）を指標として設定した。
　また、移植希望登録に関して、「医学的緊急度」が高い患者は待期期間が僅かであったとしても、臓器移植が優先して実施されるため、希望者と実
施件数の割合は必ずしも移植の需要を反映する項目にはならないと考えている。このたび、移植実施件数を指標として設定したところであり、当該
件数が増えていくよう努めてまいりたい。

【達成目標１の指標３について】

⑦研修のコンテンツも見直していくとともに、経験値が蓄積できて、質の良いコーディネートができるような方策も検討していただきたい。

⇒ご指摘を踏まえて、確実に臓器提供に関する意思をくみ取れるコーディネーターが育成されるように、研修内容の見直しを含めた方策を今後検討
してまいりたい。

【達成目標１の参考指標４について】

⑧マイナンバーカードや運転免許証への記入者数に関する実態調査はしていないのか。

⇒内閣府の世論調査で実施しており、直近では令和３年度に実施した。次回の世論調査は令和７年度に実施する予定。

⑨運転免許センターでの免許更新時の免許証への臓器提供に関する意思の記入の案内について、各都道府県の免許センターでも、実施有無にば
らつきがあるようなデータも見聞している。国民生活上、各種、目に触れることの多いチャンネルで、もっと記入に向けた国民のインセンティブの向上
の機会を図ることは、臓器提供に関する意思表示者数の増加に向けた大事な取組かと思うので、今後、何らかの数値の指標の設定も含めて検討し
てほしい。

⇒運転免許証センターによって広報している所と、していない所があると承知しており、どれぐらいの運転免許センターで、動画を流していただいて
いるかということを調査した。昨年、警察とも連携し、そのような普及啓発の御協力をお願いしたところである。今後、運転免許センターやマイナン
バーカード交付時の普及啓発等も含め、ご指摘の数値設定について検討してまいりたい。

【施策目標全体について】

⑩人生会議（ACP）を厚労省も推進しているが、人生がそうなった場合の医療の選択の中に臓器移植も選択肢としてはあるというような形で、ACPの
普及と連動したら効果的ではないかと思うがどう考えているか。

⇒ご指摘のように、臓器提供は人生の最終段階の選択肢の1つとして位置付けられており、ACPに付随することでの臓器提供の普及啓発に期待で
きるものと考えている。特に、若い世代への普及啓発ということでは、臓器提供と臓器移植、また、人生会議(ACP)など、それぞれ文部科学省におい
て集約して、それぞれコンテンツを作っているので、実際の教育現場で、それを活用していただくことを期待している。
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【達成目標２：造血幹細胞移植対策】
・　指標６については、着実に取組が進んでいると評価できる。
・　指標７については、目標は達成できなかったものの、法施行後、最も多い臍帯血公開本数であったことから目標達
成に向けて進展があると評価しており、引き続き目標達成を目指していく。

　次期目標等への
反映の方向性

（施策及び測定指標の見直しについて）

【達成目標１：臓器移植対策】
・　指標１、指標２については、引き続き、目標達成に向け、着実に取組を進めていく。指標３も引き続き取組は進めて
いくが、目標の達成には臓器提供施設間の連携や移植実施施設への支援などが重要になってきているため、適切な
指標を設定することも含めて見直しを検討していく。

【達成目標２：造血幹細胞移植対策】
・　指標６及び指標７については、引き続き、目標達成に向け、着実に取組を進めていく。

参考・関連資料等

臓器移植対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/index.html
造血幹細胞移植対策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/zouki_ishoku/index_00002.html

【達成目標１：臓器移植対策】
・　指標１については、目標を達成できていることから、臓器提供施設の体制整備や臓器移植の普及啓発に関する施
策が有効に機能していると評価できる。
・　指標２については、目標を達成できていることから、臓器提供施設の拡充に関する施策が有効に機能していると評
価できる。
・　指標３については、前年度の目標を達成することはできなかったが、直近５年間の研修回数を比較した場合、必要
な研修が実施されていると考えている。

【達成目標２：造血幹細胞移植対策】
・　指標６については、目標を達成できていることから骨髄バンクドナー登録対策の実施は有効に機能していると評価
できる。
・　指標７については、目標は達成できなかった。目標未達成の理由として、毎年数万人単位での出生数の減少や、
採取件数の多いクリニックが撤退したことの影響があったと考えられる。しかし、臍帯血公開本数は目標である10,000
本に近づいたことから有効な取り組みが実施されていると評価できる。

（効率性の評価）

【達成目標１：臓器移植対策】
【達成目標２：造血幹細胞移植対策】
・　指標１～３、及び６、７については、近年予算額が大きく変わっていない中、概ね目標を達成できていることから、効
率的な取組が行われていると評価できる。

（現状分析）

【達成目標１：臓器移植対策】
・　指標１については、着実に取組が進んでいると考えられる。
・　指標２についても、着実に取組が進んでいると考えられる。
・　指標３については、目標未達成の理由として、臓器提供者数の増加に伴い、OJTによりあっせん事業の従事者の
経験値が向上したため、研修を高頻度で実施する必要がなくなり、研修の実施回数が減ったものと考えられる。ただ、
直近５年間の研修回数を比較した場合、必要な研修が実施されていると考えているため、引き続き取組は進めてい
く。

評価結果と
今後の方向性

目標達成度合いの測定結果 （各行政機関共通区分）③【相当程度進展あり】

総合判定

（判定結果）　B【目標達成に向けて進展あり】

（判定理由）
【達成目標１：臓器移植対策】
・　指標１については、目標である前年度の臓器提供者数を達成した。
・　指標２については、目標である前年度の脳死下臓器提供体制を整えている施設数を達成した。
・　指標３については、目標は達成できなかった。

【達成目標２：造血幹細胞移植対策】
・　指標６については、目標である前年度の骨髄バンクドナー登録者数を達成した。
・　指標７については、目標を達成できなかったものの、臍帯血公開本数は前年度より増加しており、目標達成に向け
て進展があると評価した。

【総括】
・　以上より、主要な測定指標の一部が「△」となったものの、主要な指標のうち半数以上が「○」であり、現行の取組を
継続した場合、相当な期間を要さずに目標達成が可能であると考えられることから、判定結果は③【相当程度進展あ
り】に区分されるものとして、B（達成に向けて進展あり）と判定した。

施策の分析

（有効性の評価）


